
船舶に対する衛生検査手数料（検疫法施行令別表第２より抜粋） 

 

区  分 

 

手数料の額 

船舶の全部 

に対する衛 

生検査 

総トン数５００トンまで １船につき １５，９００円 

総トン数１，０００トンまで １船につき ２５，２００円 

総トン数５，０００トンまで １船につき ３１，４００円 

総トン数１０，０００トンまで １船につき ３４，８００円 

総トン数５０，０００トンまで １船につき ４８，３００円 

総トン数５０，０００トンを超過 

するとき 

１船につき ５６，９００円 

※貨物船にあっては、 

４８，３００円 

船舶の一部 

に対する衛 

生検査 

衛生検査を行う部分が船舶の全量

の４分の１まで 

船舶の全部に対する衛生検査の手数

料の額の４分の１に相当する額 

衛生検査を行う部分が船舶の全量

の４分の２まで 

船舶の全部に対する衛生検査の手数

料の額の４分の２に相当する額 

衛生検査を行う部分が船舶の全量

の４分の３まで 

船舶の全部に対する衛生検査の手数

料の額の４分の３に相当する額 

衛生検査を行う部分が船舶の全量

の４分の３を超過するとき 

船舶の全部に対する衛生検査の手数

料の額に相当する額 

証明書の交付 １枚につき ８８０円 

 検疫港以外の場所における検査を申請する場合の手数料の額は、この表に定め

る額に、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和 25年法律第 114号）の定める

ところにより、検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。 

※「船舶の一部に対する衛生検査」は、再検査の際に適用すること。 
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